
看護職員資質向上支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年

法律第 64号）第４条第１項に規定する都道府県計画に基づき、看護職員の資質向上を図る

ため、特定行為研修又は認定看護師教育課程等を修了しようとする自施設の看護職員（以

下「受講生」という。）を支援する病院等に対し、受講に要する経費について、奈良県地域

医療介護総合確保基金条例（平成 26年 12月奈良県条例第 34号）に基づき設置された基金

を財源として予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、地

域医療介護総合確保基金管理運営要領（平成 26年９月 12日医政発 0912第５号厚生労働省

医政局長通知）及び奈良県補助金等交付規則（平成８年６月奈良県規則第８号）に定める

ほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１） 「訪問看護」とは、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第４項に規定す

る訪問看護をいう。 

（２） 「訪問看護ステーション」とは、介護保険法第４１条第１項本文の指定を受けた者

で、同法第８条第４項に規定する訪問看護を行う事業者（同法第７１条の規定により開

設者が指定居宅サービス事業者とみなされた病院・診療所を除く。）をいう。 

（３） 「代替職員」とは、保健師、助産師、看護師、准看護師の資格を持つ者とし、受講

期間中に代替勤務を行うものとする。 

（４） 「特定行為研修」とは、保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）第３

７条の２第４号に規定する研修をいう。 

（５） 「指定研修機関」とは、保健師助産師看護師法第３７条の２第５号に規定する学校、

病院その他の者をいう。 

 

（補助事業者） 

第３条 補助金の交付を受けることのできる者は、看護師等の人材確保の促進に関する法律

（平成４年法律第８６号）第２条第２項に規定する病院等（以下「病院等」という。）の

開設者とする。ただし、公立大学法人奈良県立医科大学を除く。 

 

（補助金対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業は、次の事業とする。 

（１） 補助事業者が次に掲げる研修等（以下「研修等」という。）の受講生（県内の病院等 

で３年以上看護師等の業務に従事した者に限る。以下同じ。）に対し対象経費を助成（補

助事業者が研修機関に直接支払う場合を含む。）し、研修等を修了させる事業 

ア  県内の指定研修機関が開講する特定行為研修 

イ  公益社団法人日本看護協会（以下「協会」という。）が認定する認定看護師又は専門

看護師の資格取得を目的とした教育課程であって、別表に定める分野に係るもの 

ウ  在宅医療に関連する分野に係る研修であって、前号に規定する教育課程に準ずるも

のとして知事が認めるもの 

（２） 補助事業者のうち、訪問看護ステーションが前号アに掲げる研修期間中に代替職員を 



雇用する事業 

 

（補助対象経費及び補助額） 

第５条 補助金の額は、次の表の第１欄に定める基準額と第２欄に定める対象経費の実支出

額とを比較して少ない方の額に第３欄に定める補助率を乗じて得た額とする。この場合に

おいて、１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

 

（補助の条件） 

第６条 受講生は、補助金の交付の決定を受けた年度の末日までに研修等を修了しなければ

ならない。 

２ 第４条（１）イ及びウに規定する研修等を受講する受講生は、研修等を修了した日から

２年以内に認定看護師等の資格を取得しなければならない。 

３ 訪問看護ステーションが代替職員の雇用を行う場合、次の各号に掲げる条件を満たすも

のでなければならない。 

（１）代替職員を新たに雇用する場合、雇用期間には原則として、受講生が研修等へ参加し 

ている期間が含まれているものとする。 

（２）非常勤職員が出勤日数等を増やして代替する場合、受講生の代替期間には、原則と 

して、当該非常勤職員が通常勤務日となっていない日が含まれているものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を申請する場合は、次に掲げる書類１部を知事に提出しなければなら

ない。 

（１） 補助金交付申請書（第１号様式） 

（２） 事業計画書（第２号様式） 

（３） 受講生活用計画書（第３号様式） 

（４） 志願理由書（第４号様式） 

（５） 履歴書（第５号様式） 

（６） 在職証明書 

（７） 収支予算書 

（８） その他知事が必要と認める書類 

 

（補助金の交付の決定） 

１ 基準額 ２ 対象経費 ３ 補助率 

研修経費（基本額） 

 

受講生一人あたり７００千円 

入学金、授業料及び実習費 

（補助事業者が助成した経費に限る） 
２分の１ 

代替雇用経費（加算額） 

 

代替職員の雇用を行う場合、

受講生一人あたり３５０千円

（訪問看護ステーションに限

る） 

受講期間中に必要な代替職員の人件費（基

本給相当額に限る）、又は代替職員を派遣

している派遣会社に支払う派遣料金（紹介

手数料を除く） 

10分の 10 



第８条 知事は、前条の書類を受理し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定を書面で

通知するものとする。 

 

（交付決定前着手届） 

第９条 補助金の交付を受けようとする者は、やむを得ない事由により、前条の補助金の交

付の決定前に補助対象事業に着手しようとするときは、交付決定前着手届（第６号様式）

を知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の概算払） 

第１０条 知事は、補助金の交付の決定をした場合において、必要と認めるときは、補助金

の概算払をすることができる。 

２ 前項の規定により概算払を受けようとする者は、概算払請求書（第７号様式）１部を知

事に提出しなければならない。 

 

（補助金の交付の決定の取消し） 

第１１条 次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消すものとする。 

（１）受講生が研修等を継続する見込みがなくなったと認められるとき。 

（２）受講生活用計画を達成する見込みがなくなったと認められるとき。 

（３）受講生が研修修了後、受講生活用計画に定めた計画期間中に、所属する法人を退職し、

又は県外に所在する病院等へ異動したとき（やむを得ない理由と知事が認める場合を除

く。）。 

（４）その他知事が必要と認めるとき。 

 

（事業計画変更申請） 

第１２条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該決定に係る事業の内容又は経費の配分の

変更の承認を受けようとするときは、変更承認申請書（第８号様式）１部を知事に提出し

なければならない。ただし、次条に規定する軽微な変更については、この限りではない。 

 

（軽微な変更） 

第１３条 前条のただし書きの軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。 

（１）補助事業の内容の著しい変更 

（２）補助金の交付決定額の２０％を超える減額 

 

（指示及び検査） 

第１４条 知事は、補助金の交付の決定を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳

簿等の検査を行うことができる。 

 

（事業実績の報告） 

第１５条 補助金の交付の決定を受けた者は、事業の完了した日から起算して３０日を経過

する日又は決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類１部を知事

に提出しなければならない。 

（１） 事業実績報告書（第９号様式） 

（２） 補助金精算調書（第１０号様式） 

（３） 教育機関が発行する研修等修了証の写し 

（４） 収支決算書 



（５） 助成証拠書類 

（６） その他知事が必要と認める書類 

 

（補助金の確定及び交付） 

第１６条 知事は、前条の規定による報告を受けた場合において適当と認めたときは、補助

金の額を確定し、補助事業者に書面で通知するものとする。 

２ 前項の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、

精算払請求書（第１１号様式）を知事に提出しなければならない。 

３ 知事は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、第１０条第１項の規定により概算払

をした金額がある場合にはこれを精算し、補助金を交付するものとする。 

４ 知事は、前項の規定による精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該金額

の補助金の返還を当該補助事業者に対し請求するもとする。 

 

（補助金の返還） 

第１７条 知事は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、既に交付し

た補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。 

（１）第６条の規定による条件を満たさなかった場合 

（２）第１１条の規定による補助金の交付の決定の取消しが行われたとき。 

（３）第１４条の規定による知事の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、忌避し、若 

しくは妨げたとき。 

（４）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

２ 知事は、第１６条の規定による精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該

額の補助金の返還を命ずる。 

 

（仕入控除税額の報告） 

第１８条 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、仕入控除税額報告書（第１２号様式）

により速やかに知事に報告しなければならない。 

  なお、補助事業者が事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であって、

自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方

消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売り上げ割合等の申告内容に基づき報告を

行うこと。 

  また、知事に報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額

の全部又は一部を県に納付させることがある。 

 

（帳簿等の管理） 

第１９条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金に関する帳簿を備え関係書類を整理し、

補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管しなければならない。 

 

（その他） 

第２０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。 

 

 

 

   附 則 



 この要綱は、平成２１年６月２日から施行し、平成２１年度の補助から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年８月２４日から施行し、平成２２年度の補助から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行し、平成２６年度の補助から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年７月１日から施行し、平成２７年度の補助から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行し、平成２８年度の補助から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行し、平成２９年度の補助から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行し、平成３０年度の補助から適用する。  

附 則 

 この要綱は、令和２年４月１７日から施行し、令和２年度の補助から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度の補助から適用する。 

    



別表（第４条関係）  

教育課程 分野 

認定看護師 

教育課程 

皮膚・排泄ケア 

緩和ケア 

がん薬物療法看護 

在宅ケア 

感染管理 

糖尿病看護 

腎不全看護 

乳がん看護 

摂食嚥下障害看護 

認知症看護 

脳卒中看護 

がん放射線療法看護 

呼吸器疾患看護 

心不全看護 

小児プライマリケア 

専門看護師 

教育課程 

がん看護 

精神看護 

地域看護 

老人看護 

慢性疾患看護 

感染症看護 

家族支援 

在宅看護 

 


